
平成２６年４月１１日

保謹者の皆様
春日井市立大手小学校
校長渡辺徹

台風．大雨・大地歴等緊急時における児童の登下校について

晩秋の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます‘
，さて、見出しのことにつきまして本校ではお子さまの安全を守るため、下記のよう
に対応していきますので、ご家庭でも十分ご理解のうえ、ご協力いただけますように
お願いいたします。

記

◇（識覇蝋繊河 今尾張東部全域」に

１児童が登校する前に発令された場合
（１）午前７時までに警報が解除された場合は、いつも通り授業を行いま
す。給食の有無は前日までに連絡します。．

(2)午前７時から午前11時までに警報が解除された場合は、５時間目
から授業を行います。昼食をすませ午後１時20分に集合場所に集合
し、通学団で登校させてください。、

(3)午前11時をすぎてもなお警報が解除されない場合は、授業を中止し
ます。

２児童が登校後に、警報が発令された場合

('建潔裟鰐灘冨額鶏琴溌1こ蕊鵠鍵溌謀堪や嫌が
通学団ごとに緊急下校させます。
（緊急下校の際には、ご提出していただいた「暴風蕃報発令時等の緊急下校先
確認カード」に従って下校させます。学校待機児童については、速やかにお
迎えをお願いします｡）

(2)戸外の通行が危険であると判断した場合には、児童全員学校待機としま
す。保護者の方には、ご提出いただいた「緊急時(大地震発生・大雨等）
の児童引き渡しカード」の通りに、お迎えをお願いします。

※緊急下校の際、教師は通学団の集合（解散）場所まで引率し、通学団全員の安
全を確認します。万一、予定の帰宅場所（自宅または事前に指定の近所の知
り合いの家等）に入れない児童がいたら、該当児童は集合（解散）場所まで戻り、
教師とともに学校に帰ります。その場合は、保謹者の方にお迎えをお願いいたし
ます。（引率教師は集合場所に10分ほど待機します｡）
※「暴風雪警報」が発令された場合も､「暴風警報」と同じ扱いとします。
「大雨・洪水警報（注意報)」「雷注意報」が発令された場合
ア原則として、平常通りの授業を行います。
イ道路の冠水、落雷などのため登校が危険だと判断された場合は、学校に
連絡し、登校可能になるまで､・自宅で待機させてください。

◇東海地震注意情報または"予知情報が発表された場合
もしくは、非常に大きな地震が発生した場合◇

１

２

「東海地震注意情報又は予知情報」が発表された場合は、「休校」
としますので登校させないでください。
児童が勝手に外出するなど危険なことがないようにお願いします。

児童が在校中に「東海地震注意報又は予知情報」が発表された場合

や非常に大きな地歴（春日井市の震度が「５強」以上の時）が発生
した場合には、児童全員学校待機とします。
保鐘者の方には、ご提出していただいた「大地震発生時(等)の児童
引き渡しカード』の通りに、速やかにお迎えをお願いします。
（※担当教師との確認後に下校となります。ご協力をお願いします｡）

◇特別警報が発令された場合◇

１児童が登校する前に「特別警報」が発表された場合
（１）午前７時の時点で、春日井市になんらかの「特別警報」が発令
されている時は、その日は一日休校とします。午前７時を過ぎて
警報が解除されても、休校です。

(2)午前７時より前に特別警報が解除されても、災害の状況．冠水．
通学路等の安全が確麗できるまでは、登校させないでください。

２児童が在校中に『特別警報」が発表された場合．
（１）発令時における気象状況を考慮して、児童が安全に帰宅できると判断した
場合には、当日の授業を中止して、速やかに通学団ごとに緊急下校させ
ます。
（緊急下校の際には、ご提出していただいた「暴風警報発令時等の緊急下校先
確認カード」に従って下校させます。学校待機児童については、速やかにお
迎えをお願いします｡）

(2)戸外の通行が危険であると判断した場合には、児童全員学校待機としま
す。保護者の方には、ご提出いただいた「緊急時(大地屋発生・大雨等）
の児童引き渡しカード」の通りに息お迎えをお願いします。

◇その他◇
１道路や橋の損壊・冠水などで登校が危険だと判断されたときは、学校へ連絡を
して登校を－時見合わせるなどの適切な配慮をお願いします。また、児童が登校
後、道路が通行不能や危険な状態になった場合は、早急に学校へ連絡をしていた
だくようお願いします。
学校電諸番号８１－１４１０
学校携帯番号Ｏ８０－３６４５－２５３８
２異常気象による登下校情報は､登録いただいた緊急連絡メールでお送りします。
なお、その情報はホームページでもお知らせします。

本校のホームページ
http://www,kasugai､ed.』p/ohte-e／

携帯でも見ることができます。→→→

※なお、非常時にはメールが届かないこともあります。

暴風警報の発令が予測される場合の給食の有無等については、３暴風警報の発令が予測される場合の給食の有無等については、その都度、前日
もしくは前々日に学校より連絡をいたします。
４台風の強さや進路からみて、翌日の登校に危険が及ぶと予想される場合は、市
教育委員会が前日に休校を決定する場合があります。
また、午前１１時までに暴風警報が解除される見込みがないときも、市教育委
員会が当日午前７時に休校を決定する場合があります。
５緊急時の下校は、道路の通行不能・慰話回線の混乱等、さまざまなことが予想
されます。本校としては児童の安全確保を第一に対応していきます。
６万一に備えて、避難方法・場所等について、ご家庭でもご確潔ください。
７この文書は、緊急時対応に備えて大切に保管してください。


